
（ ）

第 号

東北地方整備局長　殿 令和 年 月 日

〒

住所

氏名

担当者

Ｔ Ｅ Ｌ

記載要領

 番号及び年月日を」記載すること。

申請者が法人である場合には、「住所」の欄には主たる事務所の所在地、「氏名」の欄には名称及び代表

 者の氏名を記載するとともに、「担当者」の欄に所属・氏名を記載すること。

申請者(申請者が法人である場合には代表者。以下同じ。)が氏名の記載を自署で行う場合又は申請者の

 本人確認のため道路管理者が別に定める方法による場合においては、押印を省略することができる。

「場所」の欄には、地番まで記載すること。占用が２以上の地番にわたる場合には、起点と終点を記載する

 こと。

「車道・歩道・その他」については該当するものを記載すること。

変更の許可申請にあっては、関係する欄の下部に変更後のものを記載し、上部に変更前のものを（　 ）書

 きすること。

「添付書類」の欄には、道路占用の場所、物件の構造等を明らかにした図面その他必要な書類を添付した

 場合に、その書類名を記載すること。

（ ）

１． 、 及び については、該当するものを○で囲むこと。

道路法第３２条 の規定により 許可を申請します。

占 用 の 目 的

道路占用許可申請書
変
更

新
規

更
新

数　　　　　　量

路 線 名

場
所

一般国道
占 用 の 場 所

占　用　物　件

名　　　　　　　　　　　称 規　　　　　　　　　　　模

占 用 の 期 間
から

まで
間

工 事 の 期 間
から

間
まで

工事実施

の 方 法

占用物件

の 構 造

  については、該当するものを○で囲み、更新・変更の場合には、従前の許可書又は回答書の２．

道　　 路　　の

復　旧　方　法
添付書類

　備考

３．

４．

５．

６．

７．

道路占用許可申請・協議書
新
規

更
新

変
更

「許可申請
協 議」

「第３２条
第３５条」

「許可を申請
協議」

新
規

更
新

変
更



第 号

東北地方整備局長　殿 令和 年 月 日

（申請者） 〒

住所

氏名

担当者

Ｔ Ｅ Ｌ

占仙鳴維道第 号
令和　　　 年　　　 月　　　 日

警 察 署 長　　殿
鳴子国道維持出張所長 印

道路占用 について、上記により したいので、道路法第３２条第５項の規定により

協議する。

第 号
令和　　　 年　　　 月　　　 日

鳴子国道維持出張所長　　殿
警 察 署 長 印

令和　　　年　　　月　　　日付け占仙鳴維道第　　　　　　号で協議のあった道路占用について、

下記のとおり回答する。

（ ）

第 号

記

占 用 の 目 的

占 用 の 場 所
路 線 名 一般国道

場
所

占　用　物　件

名　　　　　　　　　　　称 規　　　　　　　　　　　模 数　　　　　　量

占 用 の 期 間
から

間
占用物件

まで の 構 造

工 事 の 期 間
から

間
工事実施

まで の 方 法

道　　 路　　の
添付書類

復　旧　方　法

道路占用に関する協議書

許可申請 許可

道路占用に関する回答書

道路占用許可書
新
規

更
新

変
更



東北地方整備局長　殿 令和 年 月 日

（申請者） 〒

住所

氏名

担当者

Ｔ Ｅ Ｌ

（算定）

占国東整仙道管一道　第　　　　　　号
令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日付けで のあった占用については、別紙の条件を付して する。

東北地方整備局長 印

この道路占用許可について不服があるときは、行政不服審査法の定めるところにより、この許可書を受け取った日の翌日
　から起算して３ヶ月以内に国土交通大臣に審査請求することができる。　(なお、この許可書を受け取った日の翌日から起算
　して、３ヶ月以内であっても、処分の日から１年を経過すると審査請求することができなくなる。)。

また、行政事件訴訟法の定めるところにより、この許可書を受け取った日(当該処分につき、審査請求した場合においては
　これに対する裁決の送達を受けた日) の翌日から起算して６か月以内に、国を被告として (訴訟において国を代表するもの
　は法務大臣となる。)、処分の取消しの訴えを 提起することができる。 (なお、この許可書を受け取った日又は裁決の送達を
 　受けた日の翌日から起算して６か月以内であっても、処分の日又は裁決の日から１年を経過すると処分の取消しの訴えを
　提起することができなくなる。)。

（ ）

第 号

殿

占 用 の 目 的

占 用 の 場 所
路 線 名 一般国道

場
所

占　用　物　件

名　　　　　　　　　　　称 規　　　　　　　　　　　模 数　　　　　　量

占 用 の 期 間
から

間
占用物件

まで の 構 造

工 事 の 期 間
から

間
工事実施

まで の 方 法

道　　 路　　の
添付書類

復　旧　方　法

占
 

用
 

料

最 終 年 度

総　　 　　額

年　　 　　額

初　 年 　度 　￥

　￥

　￥

　￥

　　　　（履行期限）　納入告知書により指定する期限

申請 許可

更
新

変
更道路占用許可書

新
規



東北地方整備局長　殿 令和 年 月 日

（申請者） 〒

住所

氏名

担当者

Ｔ Ｅ Ｌ

（算定）

占国東整仙道管一道　第　　　　　　号
令和　　　年　　　月　　　日

指定分任歳入徴収官

東北地方整備局　仙台河川国道事務所長　殿

東北地方整備局長 印

下記のとおり債権が発生(変更)したので通知する。

令和 年度 国土交通所管 社会資本整備事業特別会計

債権金額、履行期限、債務者の住所及び氏名又は名称、債権の発生原因その他必要な事項

（ ）

第 号

東北地方整備局長　殿 令和 年 月 日

道路占用許可書
新
規

更
新

変
更

殿

占 用 の 目 的

占 用 の 場 所
路 線 名 一般国道

場
所

占　用　物　件

名　　　　　　　　　　　称 規　　　　　　　　　　　模 数　　　　　　量

占 用 の 期 間
から

間
占用物件

まで の 構 造

工 事 の 期 間
から

間
工事実施

まで の 方 法

　￥

　　　　（履行期限）　納入告知書により指定する期限

道　　 路　　の
添付書類

復　旧　方　法

上記のとおり

債権発生(変更)通知書

占
 

用
 

料

初　 年 　度 　￥

年　　 　　額 　￥

最 終 年 度 　￥

総　　 　　額

(目)　物資使用料債権

延滞金に関する事項
督促状で指定する期限までに完納されないときは、期限の翌日から納付の日までの日数
に応じ、年１０．７５％の割合で徴収する。

債　 権 　の 　種 　類 (款)　雑　　収　　入 (項)　雑　　収　　入



（申請者） 〒

住所

氏名

担当者

Ｔ Ｅ Ｌ

（算定）

申請について、上記のとおり副申してよろしいか伺う。

占国東整仙道管一道　第　　　　　　号

令和　　　　年　　　　月　　　　日

鳴子国道維持出張所長殿

仙台河川国道事務所長　印

上記のとおり したので通知する。

（ ）

第 号

東北地方整備局長　殿 令和 年 月 日

（申請者） 〒

変
更道路占用許可書

新
規

更
新

上 縦

下 横
その他

距　 離 　標 車　　　　道

歩　　　　道

路線名

警察協議

検　　査

当初
許可
回答 年　　月　　日

区　　分

立　　会

立　　会

実　　　施　　　日

許　可
回　答
年月日

許可

検
　
　
査
　
　
等

実　　　施　　　者
年　　月　　日

許可
回答
番号 年　　月　　日

調　　査

立　　会

保　　　 存

着　　　 手

完　　　 了

第２類　１０年保存

起　案　日

決　裁　日

発　送　日

主務出張所長 管理第一係長 管理第二係長

占
 

用
 

料

初　 年 　度 　￥

年　　 　　額 　￥

最 終 年 度

　　　　（履行期限）　納入告知書により指定する期限

道　　 路　　の
添付書類

復　旧　方　法

　￥

総　　 　　額 　￥

から 工事実施

まで
間

の 方 法

まで の 構 造
占 用 の 期 間

から
間

占用物件

工 事 の 期 間

占　用　物　件

名　　　　　　　　　　　称 規　　　　　　　　　　　模 数　　　　　　量

場
所

占 用 の 場 所
路 線 名 一般国道

占 用 の 目 的

殿



住所

氏名

担当者

Ｔ Ｅ Ｌ

（算定）

申請について、上記のとおり副申してよろしいか伺う。

占仙鳴維道第　　　　　　号

令和　　　 年 　　　月　 　　日

仙台河川国道事務所長殿

鳴子国道維持出張所長　印

上記のとおり されたく副申する。

（ 公 印 省 略 ）

年　　月　　日

着　 手

完　 了

第　　類　　年保存

年　　月　　日

許可
回答
番号

主務 起案日

決裁日

発送日

保　 存

許可

歩　　　　道 下 横

路線名 距　 離 　標 車　　　　道
その他

上 縦

検　　査

警察協議

立　　会

立　　会

検
　
　
査
　
　
等

区　　分 実　　　施　　　日 実　　　施　　　者

調　　査

立　　会

許　可
回　答
年月日

当初
許可
回答 年　　月　　日

道路管理第一課長 専門職 占用係長事務所長(事)副所長(技)副所長

占
 

用
 

料

初　 年 　度 　￥

年　　 　　額 　￥

最 終 年 度 　￥

総　　 　　額 　￥

　　　　（履行期限）　納入告知書により指定する期限

道　　 路　　の
添付書類

復　旧　方　法

まで の 方 法

まで の 構 造

工 事 の 期 間
から

間
工事実施

占 用 の 期 間
から

間
占用物件

占　用　物　件

名　　　　　　　　　　　称 規　　　　　　　　　　　模 数　　　　　　量

場
所

占 用 の 場 所
路 線 名 一般国道

占 用 の 目 的

殿


